
1 競争入札に付する事項
（１） 契約件名

（２） 契約内容

（３） 納入期限

（４） 納入場所

（５） 入札方法

2 競争に参加する者に必要な資格 (1)

(2) 予算決算及び会計令第71条に該当しない者に限る。
(3)

(4)

3 証明書等の提出期限、提出方法 17 時 00 分

4

5 入札説明書の交付期間、交付方法　

か  ら ま で

6 入札書等の提出期限

7 開札の日時場所 海上保安庁入札室

8 入札保証金および契約保証金

9 入札の無効

10 落札者の決定方法 (1)

11 契約書作成の要否

12 仕様に関する問い合わせ先

(青木  内線85-2915)

（交付方法）
入札説明書等の交付は、当庁ホームページの「調達情報」の「入札・落札等の状況」からダウンロード
すること。http://www.kaiho.mlit.go.jp/ope/nyusatsu/r4ippan.html
　また、郵送で交付を希望する者は、A4判用紙が入る返信用封筒（宛先を明記する）並びに重量200g
に見合う郵便料金に相当する郵便切手又は国際返信切手券を添付して上記４の係に申し込むこと。

(1)確認書（電子調達用）
(2)資格審査結果通知書（電子、紙入札共通）

・紙入札により入札参加する場合
　以下の書類を下記４の窓口に直接提出又は郵送により提出すること。
　（ただし、郵送の場合は配達証明が確認できるものでの郵送に限る）

03-3591-6361 （内線　2821　)

（入札説明書等の交付期間）

令 和 5 年 12 月 21 日 令 和 6 年 1 月 11 日

海上保安庁海洋情報部大洋調査課
03-3595-3608

以上公告する。

(2)

令 和 6 年 1 月 23 日 17 時 00 分

令 和 6 年 1 月 24 日 14 時 30 分

免除

本公告に示した競争に参加する者に必要な資格のない者のした入札及び海上保安庁入札・見積者心
得書その他に関する条件に違反した入札は無効とする。

要(ただし、契約金額が150万円に満たない場合は省略することがある)

落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１０パーセントに相当する額
を加算した額（当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額）をもって落札
価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であ
るかを問わず、見積もった契約希望金額の１１０分の１００に相当する額を入札書に記載すること。

海上保安庁入札・見積者心得書による。

本業務は、契約手続にかかる書類の授受を電子調達システムで行う対象業務である。なお、電子調達
システムによりがたい場合は、発注者の承諾を得て紙契約方式に代えるものとする。

（証明書等提出期限） 令 和 6 年 1 月 11 日
（提出方法）
・電子調達システムにより入札参加する場合
　以下の書類を電子調達システムにより提出すること。

契約条項等を示す場所、契約
及び入札に関する問い合わせ先

東京都千代田区霞が関２－１－３　
海上保安庁総務部政務課予算執行管理室第一契約係

(1)紙入札方式参加願（紙入札用）
(2)資格審査結果通知書（電子、紙入札共通）

・証明書等の提出方法に関する共通事項
　以下の書類を下記１２の窓口に提出すること。
(1)仕様確認申請書

電子調達システム（ＧＥＰＳ）の利用本案件は、申請書等の提出、入札及び契約を電子調達システムで
行う対象案件である。原則として、当該入札の執行において入札執行回数は２回を限度とする。なお、
当該入札回数までに落札者が決定しない場合は、原則として予算決算及び会計令第99条の２の規定
に基づく随意契約には移行しない。また、電子調達システムにより難い者は、紙入札参加願、紙契約
方式承諾願を提出し、紙入札方式、紙契約方式に代えることができる。その他詳細については、入札
説明書による。

予算決算及び会計令第70条に該当しない者に限る。ただし、未成年者、被保佐人又は被補助人
であって、契約に必要な同意を得ている者についてはこの限りではない。

令和４・５・６年度国土交通省一般競争参加資格（全省庁統一資格）において、下記「契約の種類」
に応じた何れかの等級に格付けされ、関東・甲信越地域の競争参加資格を有する者。また、当該
部局において指名停止の措置を受け、指名停止中の期間でない者。

警察当局から暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者として国土交通省公共
事業等からの排除要請があり当該状態が継続している者でないこと。

「物品の販売」 の Ａ，Ｂ，Ｃ又はＤ等級

仕様書のとおり

公　　　　告 機契第　180　号

令和5年12月21日
支出負担行為担当官

記

ロープ1本ほか126点買入
仕様書のとおり
令 和 6 年 3 月 25 日

下記のとおり一般競争入札に付します。本案件は、競争参加資格確認のための証明書等（以下、「証明書
等」という。）の提出、入札及び契約を電子調達システム（ＧＥＰＳ）で行う対象案件です。

海上保安庁総務部長　髙杉　典弘



入　札　説　明　書

（最低価格落札方式）

別紙－1　入札書（海上保安庁様式）
様式－１　紙入札方式参加願
様式－２　紙契約方式承諾願
様式－３　確認書（電子入札参加申し込み用）
様式－４　電子証明書変更承諾申請書
様式－５　期間委任状
様式－６　都度委任状
別冊　契約書（案）
別冊　仕様書
別冊　仕様確認申請書

契約番号： 機契第　180　号
契約件名：

項目及び構成

１　契約担当官等
２　調達内容
３　競争参加資格
４　入札参加申込手続き
５　入札書及び関係書類の提出場所等
６　その他

ロープ1本ほか126点買入



１　契約担当官等

２　調達内容

(内線85-2915)03-3595-3608
海上保安庁海洋情報部大洋調査課　青木

　海上保安庁の調達契約に係わる入札公告
 (令和5年12月21日付） に基づく入札につ

いては、会計法（昭和22年法律第35号）、予算決算及び会計令（昭和22年勅令第165号）、契
約事務取扱規則（昭和37年大蔵省令第52号）等に定めるもののほか、この入札説明書によるも
のとする。

支出負担行為担当官
海上保安庁総務部長　髙杉　典弘

入　　札　　説　　明　　書

　⑷　納入場所
仕様書のとおり

　⑸　仕様説明会の日時等
仕様説明会は実施しない。
　なお、仕様内容について質疑等がある場合は、下記へ連絡すること。
仕様書等に関する問い合わせ先
　　〒100-8932　東京都千代田区霞が関３－１－１

　⑴　契約件名
ロープ1本ほか126点買入

　⑵　契約内容

令和6年3月25日

仕様書のとおり

　⑶　納入期限

⑹　入札方法
　　原則として、当該入札の執行において入札執行回数は２回を限度とする。
　　なお、当該入札回数までに落札者が決定しない場合は、原則として予算決
  算及び会計令第９９条の２の規定に基づく随意契約には移行しない。
　　また、電子調達システムにより難い者は、発注者に紙入札方式参加願及び
　　紙契約方式承諾願を提出して紙入札方式、紙契約方式に代えるものとする。
　　落札者の決定は、最低価格落札方式をもって行う。
　①　入札者は、一切の経費を含め契約金額を見積もるものとする。
　②　落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１０％に
　　相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数がある時は、そ
　　の端数金額を切り捨てた金額とする。）をもって落札価格とするので、入
　　札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であ
　　るかを問わず、見積もった契約金額の１１０分の１００に相当する金額を
　　記載した入札書を提出しなければらない。
　③　入札者は、入札説明書、仕様書等を熟覧のうえ入札しなければならない｡
    この場合において入札説明書、仕様書等について疑義があるときは、入札
    書受領の締め切り前までに関係職員の説明を求めることができる。
⑺　入札保証金及び契約保証金　　免　除



３　競争参加資格
⑴

⑵ 　予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。
⑶

⑷

⑸

４　入札参加申込手続き
⑴ 　申込方法

期間委任状について

ａ

ｂ
ｃ
ｄ
ｅ

　電子入札においては、復代理は認めない。
　委任期間は当該年度内を限度とする。
　代表者及び受任者の記名・押印された委任状（書面）の提出とする。
　原則として期間委任状の委任期間中の都度委任状の提出は認めない。

　入札参加希望者は、４（５）の各書類を各提出先に持参又は郵送すること。（電子調達シ
ステムにより提出するものは除く）
　なお郵送にて提出する場合は、提出期限までに提出先に必着すること。（郵送の場合は、
配達証明が確認出来るものに限る）
　また、代表者から委任を受けている者（以下「受任者」という）が入札を行う場合は期間
委任状（様式５）又は都度委任状（様式６）を入札参加手続きまでに提出する（当該委任に
係る委任者及び受任者が同じであり、かつ委任事項に変更がない限り、あらかじめ入札等に
関する委任状を提出することにより、当該年度に限り、委任状をその都度提出することを省
略することができる。この場合において、特定の入札等に関してのみこれと異なる代理人を
選任して委任することは認めない｡)。

　入札、見積についての権限及び契約締結についての権限が委任されていなければなら
ない。

　予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている
者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。

　令和４・５・６年度国土交通省競争参加資格（全省庁統一資格審査）において「物品の販
売」 のＡ，Ｂ，Ｃ又はＤ等級に格付けされ、関東・甲信越地域の競争参加資格を有する者
であること。(ただし指名停止期間中にあるものは除く。)
　なお、競争参加資格を有しない者で当該入札に参加を希望する者は速やかに資格審査申請
を行う必要があるので下記５⑵へ問い合わせること。

　警察当局から暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者として国土交通省
公共事業等からの排除要請があり当該状態が継続している者でないこと。

以下の各号のいずれかに該当し、かつその事実があった後２年を経過していない者。(これ
を代理人、支配人その他の使用人として使用する者についてもまた同じ。)
  (ア) 契約の履行に当たり故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質
　　　若しくは数量に関しての不正の行為をした者
  (イ) 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を
　　　得るために連合した者
  (ウ) 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者
  (エ) 監督又は検査の実施に当たり職員の執行を妨げた者
  (オ) 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者
  (カ) 前各号のいずれかに該当する事実があった後2年を経過しない者を、契約の
　　　履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用した者



⑵ 　電子調達システムによる証明書等の送信方法

⑶ 　ファイル圧縮方法の指定

⑷

⑸

各提出書類の提出先は次のとおりです。

⑹ 　証明書等審査結果の通知

令和 6年 1月 16日 までに電子調
達システム又は文書等により通知する。

　ファイルを圧縮して送信する場合は、LZH又はZIP形式とする。（自己解凍方式は不可）

　ファイル容量が大きく電子調達システムにより証明書等を送信できない場合証明書等の
ファイル容量が10MBを超える場合には、電子調達システムによる入札参加申し込みに必要な
「確認書」及び「資格審査結果通知書（写）」のみを、１つのファイルとして（例えばPDF
形式のファイル）まとめたものを、電子調達システムから送信し、それ以外の証明書等につ
いては、直接５⑵の契約係担当者に手渡すこと。
　直接手渡すことができない場合は、郵送又は民間事業者による信書の送達に関する法律
（平成14年法律第99号）第２条第６項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第９項に規
定する特定信書便事業者による同条第２項に規定する信書便（以下「郵送等」という。）に
よる提出をすることが出来る。この場合、事前に５⑵にその旨を連絡すること。
　なお、参加資格確認後は、入札参加申込者に対して電子調達システムにより通知又は確認
通知書を送付する。

　証明書等の提出期限 令和6年1月11日 17時00分

４⑴により提出された証明書等の審査結果を、

3 Microsoft Excel Excel2000形式以下のもの

4 その他のアプリケーション

PDFファイル
画像ファイル(JPEG形式及びGIF形式)
上記に加え特別に認めたファイル形式

・確認書（電子入札用）（電子調達システムにより提出）
・資格審査結果通知書（写）（電子調達システムにより提出）
・仕様確認申請書（提出先上記2（5））

〇電子調達システムにより入札参加する場合

〇紙入札により入札参加する場合

・紙入札方式参加願（紙入札用）（提出先下記5（2））
・資格審査結果通知書（写）（提出先下記5（2））
・仕様確認申請書（提出先上記2（5））

1 一太郎 Ver10形式以下のもの
2 Microsoft Word Word2000形式以下のもの

　電子調達システムによる入札参加の申込みを行う場合の使用アプリケーション及びバー
ジョンの指定及び、保存するファイルの形式は次のいずれかとする。

番号 使用アプリケーション 保存するファイル形式



※

※

５　入札書及び関係書類の提出場所等
⑴

⑵ 　入札書等の提出場所及び契約条項を示す場所及び問い合わせ先

山葉多　朋子
内線 2821

⑶ 　入札説明書（仕様書等添付）の交付期間
令和5年12月21日 から まで

⑷ 　入札書の提出期限
令和6年1月23日

⑸ 　入札書の提出方法
①　電子調達システムによる場合

ア 　入札書の様式は、電子調達システムによるものとする。

イ 　入札書等の記載事項
　 ａ 　契約件名は、定められた件名を記載するものとする。

ｂ
ｃ

ウ 　入札書等の提出
ａ

ｂ

②　紙による入札の場合
ア 　入札書の様式は、別紙－1によるものとする。
イ 　入札書等の記載事項

　 ａ

ｂ

c
d

　入札書に記載する日付は、入札書を提出する日とする。

　入札書には、入札者の住所及び氏名を記載しなければならない。

（電子認証書を取得している者であること。）

　入札書等は、電子調達システムにより、当該入札公告した期限までに到達する
ように提出しなければならない。

　電子入札に利用することができる電子証明書は、資格審査結果通知書に記入さ
れている者（以下「代表者」という。）又は代表者から入札・見積権限及び契約
権限について期間委任により委任をうけた者の電子証明書に限る。

　契約件名は、定められた件名を但しがきのあとに記載するものとする。

　入札者は、特に指示ある場合を除き、総価で入札しなければならない。

令和6年1月11日

17時00分

　入札者は、特に指示ある場合を除き、総価で入札しなければならない。
　入札書等は、電子調達システムの入力画面上において作成するものとする。

電子調達システム又は紙入札方式参加願による入札参加申込手続きをとらなかった場合は、
入札に参加できないので注意すること。

　入札参加申込手続き後に辞退する場合は、開札日までに「入札辞退書」を５⑵へ提出する
こと。
なお、入札辞退書等は下記アドレスにて公開しているのでダウンロードして提出すること。
http://www.kaiho.mlit.go.jp/ope/tyoutatu/youshikitou.html

　入札書は電子調達システムにより提出すること。
  ただし、発注者に紙入札方式参加願を提出した場合は紙により提出すること。
電子調達システムのＵＲＬ及び問い合わせ先
　　　 政府電子調達システム 　　　https://www.geps.go.jp/
       電子調達システムヘルプデスク　　 TEL  0570-000-683

東京都千代田区霞が関２－１－３
海上保安庁総務部政務課予算執行管理室第一契約係
℡03-3591-6361



e

ウ 　入札書等の提出
ａ

ｂ
ｃ

エ 　郵送により提出する場合

⑹ 　入札の無効
①

ア 　委任状が提出されていない代理人のした入札
イ

ウ

エ 　金額を訂正した入札
オ 　誤字、脱字などにより意志表示が不明瞭である入札
カ

キ

ク

ケ

②

　同一事項の入札について他人の代理人を兼ね、又は2人以上の代理をした者の入札

　競争参加資格の確認のための書類などを添付することとされた入札にあっては、提
出された書類が審査の結果採用されなかった入札

　競争参加資格のあるものであっても、入札時点において、海上保安庁次長から指名
停止措置を受け、指名停止期間中にある者のした入札

　電子入札参加者は、電子証明書を不正使用等してはならない。
　不正使用等した場合には当該電子入札参加者の入札への参加を認めないことがある。
　なお、当該入札に関し入札権限のある他の電子証明書に変更しようとするときは、電
子証明書変更承諾申請書（様式４）を提出すること。
　また、電子証明書変更承諾申請書には変更後の電子証明書の企業情報登録画面を印刷
したものを添付すること。

入札者は、その提出した入札書の引換え、変更又は取り消しをすることができな
い。

　支出負担行為担当官等あて郵送（書留郵便又は民間事業者による信書の伝達に関す
る法律（平成14年法律第99号）第２条第６項に規定する一般信書便事業者若しくは同
条第９項に規定する特定信書便事業者（以下「一般信書便事業者等」という。）の提
供する同条第２項に規定する信書便（以下「信書便」という。）の役務のうち、書留
郵便に準ずるものとして一般信書便事業者等おいて当該信書物（同法第２条第３項に
規定する信書便物をいう。）の引き受け及び配達記録をした信書便。）にすることが
できる。
郵送する場合においては、二重封筒とし、表封筒には「入札書在中」の旨を記載し、
中封筒に入札書を入れ、かつ、その封皮に「法人名等及び契約件名、開札年月日、
「入札書在中」」を朱書するものとする。ただし、入札書の提出期限までに到達する
ように提出しなければならない。

　本入札説明書に示した競争参加資格のない者、入札条件に違反した者又は入札者に求
められる義務を履行しなかった者の提出した入札及び次の各号の１に該当する入札は無
効とする。

　所定の入札保証金又は入札保証金に代わる担保を納付又は提供しない者のした入札

　記名（外国人又は外国法人にあっては、本人又は代表者の署名をもって代えること
ができる。）を欠く入札

　公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を乱し、若しくは不正の利益を得るた
めに連合した者の入札

　入札書には、入札者の住所及び氏名を記載しなければならない。

　受任者（以下「代理人」という）が入札を行う場合は、代理人の住所、氏名
（法人にあっては、所在地、法人名及び代理人の役職、氏名）を記載し、代理人
の印鑑を押印しなければならない。以下、記載例による。
【記載例】
　　海保株式会社　代表取締役（社長）　○○　○○　代理
　　東京都千代田区霞ヶ関２－１－３
　　海保株式会社　東京支店（又は○○部）
　　支店長（又は○○部長）○○　○○　印

　入札書は、別紙の様式にて作成し、封筒に入れ、かつ、その封皮に「法人名等
及び契約件名、開札年月日、「入札書在中」」を朱書するものとする。

電報、ファクシミリ、電話その他の方法による入札は認めない。



⑺ 　入札の延期等

⑻ 　開札の日時及び場所

令和6年1月24日

海上保安庁入札室

⑼ 　開札
①　電子調達システムによる場合

ア

イ

②　紙による場合
ア

イ

③

④

⑤

６　その他
⑴ 　契約手続に使用する言語及び通貨　　日本語及び日本国通貨

⑵ 　入札者に要求される事項

⑶ 　落札者の決定方法
①

　入札者又はその代理人は、開札場に入場しようとするときは、入札関係職員の求めに
応じ競争参加資格を証明する書類、身分証明書等を提示しなければならない。

　入札者又はその代理人は、開札時刻後においては、開札場に入場することができな
い。

　入札者又はその代理人は、開札時刻後においては、契約担当官等が特にやむを得ない
事情があると認めた場合のほか、開札場を退場することができない。

　入札者等は、入札公告等で定められた要件を証明した書類を指定した期限までに提出しな
ければならない。
　また、開札日の前日までの間において、契約担当官等から当該書類に関し説明を求められ
た場合には、それに応じなければならない。

　本入札説明書に従い書類・資料を添付して入札書を提出した入札者であって、本入札
説明書３の競争参加資格及び仕様を満たすことの出来ることの要求要件をすべて満た
し、当該入札者の入札価格が予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予
定価格の制限の範囲内であり、かつ、最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者
とする。

　ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に
適合した履行がされないおそれがあると認められるとき、又はその者との契約を締結す
ることが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認め
られるときは、予定価格の制限の範囲内をもって入札した者を落札者とすることがあ
る。

場所：

　開札及び開披（以下「開札等」という。）は、入札等執行事務に関係のない職員を
立ち会わせてこれを行う。

　開札等は、原則として、入札者又はその代理人が出席して行うものとする。
　この場合において、入札者等が立ち会わないときは、入札等執行事務に関係のない
職員を立ち会わせてこれを行う。

　開札等をした場合において、入札金額のうち予定価格の制限に達した価格の入札が
ないときは、原則として引続き再度入札を行う。
　ただし、契約担当官等がやむを得ないと認めた場合には、契約担当官等が別途指定
する日時に再度入札を行う。

　開札等をした場合において、入札金額のうち予定価格の制限に達した価格の入札が
ないときは、原則として引続き再度入札を行う。
　ただし、契約担当官等がやむを得ないと認めた場合には、契約担当官等が別途指定
する日時に再度入札を行う。

　入札者が相連合し又は不穏の挙動をする等の場合であって、競争入札を公正に執行するこ
とができない状態にあると認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、若しく
は入札の執行を延期し、又はこれを取り止めることがある。

日時： 14時30分



②

ア

イ

ウ

③

⑷ 　契約書の作成（ただし、契約金額が150万円に満たない場合は省略することがある）

①

②

③

④

⑤

⑸

　契約書を作成する場合において、契約の相手方が遠隔地にあるときは、まず、その者
が契約書の案に記名押印し、さらに契約担当官等が当該契約書の案の送付を受けてこれ
に記名押印するものとする。

　上記②の場合において契約担当官等が記名押印したときは、当該契約書の１通を契約
の相手方に送付するものとする。

　契約担当官等が契約の相手方とともに契約書に記名押印しなければ、本契約は確定し
ないものとする。

　電子入札参加者側の障害により入札書受付締切時間又は開札時間を延長する場合の基準及
び取扱い

　電子入札参加者側の障害により電子入札ができない旨の申告があった場合は、障害の内容
と復旧の可否について調査確認を行うものとする

　すぐに復旧できないと判断され、かつ下記の各号に該当する障害等により、原則として複
数の電子入札参加者が参加できない場合には、入札書受付締切予定時間及び開札予定時間の
変更（延長）を行うことができるものとする。
①天災
②広域・地域的停電
③プロバイダ、通信事業者に起因する通信障害
④その他、時間延長が妥当であると認められた場合
（ただし、電子証明書の紛失・破損、端末の不具合等、入札参加者の責による障害であると
認められる場合を除く）
　変更後の開札予定時間が直ちに決定できない場合においては、その旨をすべての電子入札
参加者に電話等で連絡するものとし、開札日時が決定した場合には、その旨を全ての電子入
札参加者に電話等で連絡するものとする。

　電子調達システムでは、入札参加者の利便性向上のため、電子くじ機能を実装してい
る。電子くじを行うには、入札者が任意で設定した000～999の数字が必要になるので、
電子入札事業者は、電子調達システムで電子くじ番号を入力し、紙入札事業者は、紙入
札方式参加願に記載するものとする。
　落札者となるべき同価格の入札をした者が２人以上あり、くじにより落札者の決定を
行うこととなった場合には、以下のとおり行うものとする。

　同価格の入札をした者が電子入札事業者のみの場合
　電子入札事業者が入力した電子くじ番号を元に電子くじを実施のうえ、落札者を決
定するものとする。

　同価格の入札をした者が電子入札事業者と紙入札事業者が混在する場合電子入札事
業者が入力した電子くじ番号及び紙入札事業者が紙入札方式参加願に 記載した電子
くじ番号を元に電子くじを実施のうえ落札者を決定するものとする。

　同価格の入札をした者が紙入札事業者のみの場合
　その場で紙くじ（又は電子くじ）を実施のうえ落札者を決定するものとする。

　契約担当官等は、落札者を決定したときは、その翌日から７日以内にその旨を落札者
とされなかった入札者に電子調達システム又は書面により通知する。
  ただし、開札に立ち会った参加者については、書面による通知を省略する。

　競争入札を執行し、落札者を決定したときは、当該落札者とすみやかに、契約書を取
り交わすものとする。

　「電子調達システム」による電子契約を行う場合、電子調達システムで定める手続に
従い、契約書を作成しなければならない。なお、電子調達システムによりがたい場合
は、発注者の承諾を得て紙契約方式に代えるものとする。
　紙契約方式の手続をする場合は、紙契約方式承諾願（電子、紙入札共通）を落札決定
後に上記5（2）へ提出すること。



⑹

⑺ 支払条件は履行完了後、一括払いとする。

⑻

⑼

⑽

　発注者側の障害により電子入札書受付締切時間又は開札時間を延長する場合の取扱い

　発注者側の障害が発生した場合は、電子調達システム運用主管組織（総務省）と協議し、
障害復旧の見込みがある場合には、電子入札書受付締切予定時間及び開札予定時間の変更
（延長）を行い、障害復旧の見込みがない場合には、紙入札に変更するものとする。
　障害復旧の見込みがあるが、変更後の開札予定時間が直ちに決定できない場合において
は、その旨を全ての電子入札参加者に電話等で連絡するものとし、開札日時が決定した場合
には、その旨を全ての電子入札参加者に電話等で連絡するものとする。

　上記によるもののほか、この一般競争入札に参加する場合において了知かつ、遵守すべき
事項は、「海上保安庁入札・見積者心得」によるものとする。
　    https://www.kaiho.mlit.go.jp/ope/tyoutatu/tyoutatu.html

　入札者は、入札後、この入札説明書、仕様書等についての不明を理由として異議を申し立
てることはできない。

「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」（令和４年９月１
３日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定）を
踏まえて人権尊重に取り組むよう努めること。



　

 

 一金

ただし

 　

入札・見積者心得及び入札説明書等を承諾の上、入札します。

令和　　　年　　　月　　　日

　

　

　

　

　

　　

（注）１.用紙の寸法は、日本産業規格Ａ列４判とする。

　 ２.金額は「アラビア」数字で記入する。

連絡先２：

支出負担行為担当官
　　海上保安庁総務部長　殿

※以下は押印を省略する場合のみ記載すること。

（連絡先は２以上記載すること）

本件責任者（会社名・部署名・氏名）：

担当者（会社名・部署名・氏名）：

連絡先１：

代表者氏名

別紙様式1-1

入　札　書

住　　所

商号又は名称

ロープ1本ほか126点買入



　

 
（ 機 180 ）

 １．発注件名　

　上記の案件は、電子調達システムを利用しての参加ができないため

 紙入札方式での参加をいたします。

資格審査登録番号(業者コード)

　 企業名称

企業郵便番号

企業住所

代表者氏名

代表者役職

電子くじ番号

（連絡先）

電話番号

メールアドレス

入札者

住　　所

企業名称

氏　　名

　

　

本件責任者（会社名・部署名・氏名）：

　　 担当者（会社名・部署名・氏名）：

連絡先１：

連絡先２：

※１．入札者住所、企業名称及び氏名欄は、代表者若しくは委任を受けている場合は

　　その者が記載、押印する。

　２．電子くじ番号は、電子くじを実施する場合に必要となるので、000～999の任意の

　　３桁の数字を記載する。

支出負担行為担当官
　　海上保安庁総務部長　殿

様式-1

紙入札方式参加願

令和　年　月　日

※以下は押印を省略する場合のみ記載すること。

（連絡先は２以上記載すること）

ロープ1本ほか126点買入



（ 機 180 ）

　

 

 １．件　名　

　上記の案件は、電子調達システムを利用しての契約ができないため、

 紙契約方式での手続きをいたします。

住 所

商号又は名称

代 表 者 氏 名

　

　

本件責任者（会社名・部署名・氏名）：

　　 担当者（会社名・部署名・氏名）：

連絡先１：

連絡先２：

ロープ1本ほか126点買入

支出負担行為担当官
　　海上保安庁総務部長　殿

様式-2

紙契約方式承諾願

令和　年　月　日

※以下は押印を省略する場合のみ記載すること。

（連絡先は２以上記載すること）



会社名等

部署名

確認者

※以下は押印を省略する場合のみ記載すること。

（連絡先は２以上記載すること）

本件責任者（会社名・部署名・氏名）：

担当者（会社名・部署名・氏名）：

連絡先１：

連絡先２：

は、本入札に使用するＩＣカード券面の番号を記入してください。

（担当者連絡先）※押印省略する場合も、担当者のメールアドレスは必ず記載してください。

担当者名：

電話番号：

メールアドレス：

（左つめで記入。「スペース」分も左詰めで記入。枠不足の際は、追加してください。）

＊今回限定した上記のICカード以外を以後において使用した場合、「無効」の入札となることがあります。

＊上に記入する「数字・英字」等は、誤記のないように十分留意してください。

１０数桁の数字・英字（例：14桁、16桁）

【取得者名】

件　名：ロープ1本ほか126点買入

本案件については、「電子入札方式」により参加します。

                  　

　　　　　 令和    年    月    日

電子入札方式により参加する方

【ＩＣカード券面の番号】 「シリアルナンバー（ＳＮ）」、「ＩＤ」などの項目に続く

（様　式-３）　一般競争入札方式

○宛　　　　　先：　海上保安庁　総務部政務課　予算執行管理室　契約係

確    認    書



様式-４

２．変更後の電子証明書番号

３．変更理由

住所
氏名

※以下は押印を省略する場合のみ記載すること。

（連絡先は２以上記載すること）

本件責任者（会社名・部署名・氏名）：

担当者（会社名・部署名・氏名）：

連絡先１：

連絡先２：

支出負担行為担当官
  　海上保安庁総務部長　　殿

　上記については承諾します。

　　　　　　　　　　　　　　　　　殿

　　　　　　　　　　　　　令和　　年　　月　　日
　　　　　　　　　　　　　支出負担行為担当官

　　　　　　　　　　　　　　　　海上保安庁総務部長

  上記案件について、電子調達システムにより入札に参加することとしていますが、使用している電子証明
書について上記理由により開札までの間に使用できなくなることから、電子証明書の変更を承諾されたく申
請します。

電子証明書変更承諾申請書

１．発注件名：



　入札参加者は、入札手続きの開始以降、使用していた電子証明書について、電子証明書
発行機関の電子証明書の利用に関する規約上の失効事由が生じた場合又は有効期限の満
了により開札までの間に使用することができなくなることが確実な場合において、当該入札に
関し入札権限のある他の電子証明書に変更しようとするときは、発注者に電子証明書変更承
認申請書（様式３）を提出するものとする。この場合において、電子証明書変更承諾申請書に
は、変更後の電子証明書の企業情報登録画面を印刷したものを添付することとする。
　発注者（海上保安庁）は、変更後の電子証明書に関して入札権限等に問題がないことが確
認できる場合についてのみ変更を承諾します。



様式５

期　間　委　任　状

 受任者

   　住  所

   　氏  名

   　使用印

 私は上記の者を代理人と定め

 下記の権限を委任します。

 委任期間    令和    年    月    日から

 　          令和    年    月    日まで

 委任事項

 

 令和    年    月    日

委任者　住所

商号又は名称

代表者氏名

支出負担行為担当官

海上保安庁総務部長　髙杉　典弘　殿

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※以下は押印を省略する場合のみ記載すること。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（契約締結に係る権限を委任する場合は押印の省略を不可とする。）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（連絡先は２以上記載すること）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本件責任者（会社名・部署名・氏名）：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　担当者（会社名・部署名・氏名）：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　連絡先１：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　連絡先２：



様式６

都　度　委　任　状

 受任者

   　住  所

   　氏  名

   　使用印

 委任事項

１．

 令和    年    月    日

委任者　住所

商号又は名称

代表者氏名

支出負担行為担当官

海上保安庁総務部長　髙杉　典弘　殿

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※以下は押印を省略する場合のみ記載すること。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（契約締結に係る権限を委任する場合は押印の省略を不可とする。）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（連絡先は２以上記載すること）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本件責任者（会社名・部署名・氏名）：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　担当者（会社名・部署名・氏名）：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　連絡先１：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　連絡先２：

 私は上記の者を代理人と定め

「件名：ロープ1本ほか126点買入 」に関する下記の権限を委任します。



 

令 和 ５ 年 度 

   機 契 第 １８０ 号 

 

 

 

 

 

 

 

 

物品売買契約書  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



物 品 売 買 契 約 書 

 

１． 契 約 件 名   ロープ 1本ほか 126点買入 

 

２． 契 約 金 額   金  円 

     うち取引に係る消費税額及び地方消費税額  金  円                      

        

 

   内  訳 

品   名 規   格 単位 数量 単  価 合  価 摘    要 

別紙内訳書のとおり       

       

 

 

３． 納 入 期 限    令和６年３月２５日 

 

４． 納 入 場 所    仕様書のとおり 

            

５． 契 約 保 証 金    免除 

 

上記物品の売買について、発注者 支出負担行為担当官 海上保安庁総務部長 髙杉 典弘 は、 

受注者 ●● と、次の条件により売買契約を締結する。 

 

 



（総  則） 

第１条 受注者は、仕様書、図面又は備付見本（以下｢仕様書等｣という。）に基づき、頭書の契約物品（以下「物品」という。）を納入期限まで 

に、納入場所に納入するものとし、発注者は、これに対し、受注者に代金を支払うものとする。 

 

（仕様書等の解釈） 

第２条 物品に関する仕様書等について疑義を生じたときは、すべて発注者の解釈によるものとする。 

 

（権利義務の譲渡等） 

第３条 受注者は、発注者の書面による承認を得た場合を除くほか、次に掲げる行為をしてはならないものとする。 

（１） この契約の全部又は大部分の履行を第三者に委任すること。 

（２） この契約により生ずる権利若しくは義務を第三者に譲渡し、又は承継させること。 

 

（設備等の調査） 

第４条 発注者は、必要と認めるときは、職員を派遣し、受注者の設備、物品の製造過程その他契約履行の状況を調査することができるものとする。

この場合において、受注者は、発注者又は当該職員の指示に従わなければならない。 

 

（代理人等の変更） 

第５条 発注者は、受注者の代理人、使用人又は労務者のうち著しく不適当と認められるものがあるときは、受注者に対し、その事由を明示してその

変更を求めることができる。 

 

（物価変動等による契約金額の変更） 

第６条 物価変動その他予期することのできない事由に基づく経済情勢の激変等により、契約金額が著しく不適当であると認められるに至った場合

は、発注者受注者協議して、契約金額を変更することができるものとする。 

 

 



（納入期限の変更等） 

第７条 発注者は、その都合により納入期限又は納入場所を変更することができるものとする。 

２ 前項の場合において、契約金額を増減する必要があるときは、発注者受注者協議して、その金額を増減するものとする。 

 

（納入の通知及び検査） 

第８条 受注者は、物品を納入するときは、納品書をもってその旨を発注者に通知するものとする。ただし、物品の納入場所が海上保安庁の所在地以

外の場所（以下「隔地」という。）である場合は、この限りでない。 

２ 受注者は、前項ただし書の場合においては、納入のため物品を隔地の納入場所に向けて発送したときは、直ちに、その旨を納入場所の発注者があ

らかじめ指定する職員その他の責任者に通知するものとする。 

 

第９条 発注者は、前条第１項の納入の通知を受けたときは、納入場所において検査を行うものとする。 

２ 受注者は、納入場所が隔地である場合は、原料又は材料の配合、物品の性能等について検査を必要とする場合その他特別の事情がある場合には、

発注者があらかじめ指示するところに従い、物品の納入又は発送前その他適当な時期に検査申請書をもって必要な検査を発注者に請求するものと

し、発注者は、物品の所在地その他適当な場所で検査を行うものとする。 

３ 発注者は、前項の検査をした物品については、第１項の検査の一部を省略することがあるものとする。 

４ 発注者は、第１項及び第２項の検査については、検査を行うべきことを命じた職員（以下「検査職員」という。）により、納入の通知又は検査の

請求を受理した日（これらの日以降において受注者が検査をなすべき日を指定したときは、その日）から１０日以内（以下「検査期間」という。）

に、仕様書等に指定した方法その他発注者の適当と認める方法によりこれを行うものとする。ただし、天災地変その他やむを得ない事由により検

査をすることができない期間は、検査期間に算入しないものとする。 

５ 発注者は、検査職員を命じたときは、その官職、氏名及び検査時期を受注者に通知するものとする。 

６ 受注者は、第２項の検査に立ち会うものとする。この場合において、受注者が立ち会わないときは、発注者は、単独で検査を行い、その結果を受

注者に通知するものとし、受注者は、これに対して不服を述べることができない。 

７ 受注者は、隔地の納入場所に物品が到着したときは、物品の数量及び運送によって生じた事故の有無について、納入場所における当該責任者の

証明を受け、これを発注者に提出するものとする。この場合において、発注者は、受注者が物品到着後直ちに証明を受けることができるように措

置をするものとし、又この提出した証明を認確することによって第１項の検査に代えるものとする。 



８ 物品の検査場所への運搬その他検査に要する費用及び検査のため通常生ずる変質、変形、消耗、破損等による損失は、受注者の負担とする。 

 

（引渡物品の引渡） 

第９条の２ 発注者より受注者へ引渡す物品は、受注者からの納入物品受領後、評価当時の現状有姿のまま引渡場所において引渡すものとし、受注者

は、直ちにこれを検査のうえ引き取るものとする。 

２ 前項の交換が終了した後において、発注者の引渡物品に本契約の内容に適合しないもの（契約不適合）を発見しても、受注者は、異論を申し立て

ないものとする。 

 

（所有権の移転） 

第１０条 物品の所有権は、次項の場合を除き、納入場所において、発注者が物品を合格品と認め数量の確認を終ったとき、受注者から発注者に移る

ものとする。 

２ 隔地を納入場所とした物品の所有権は、納入場所において、前条第７項の責任者が同項の証明のための調査を終り、異状のないことを確認したと

きから、合格物品についてのみ受注者から発注者に移るものとする。 

３ 物品の性質上必要な容器、包装等は、発注者の所得とする。 

 

（値引受領） 

第１１条 発注者は、物品に多少不備な点があっても、契約した目的を達するうえに支障がないと認めるときは、契約金額を相当額値引きして、これ

を受領することがあるものとする。 

 

（代品納入） 

第１２条 受注者は、第９条の規定による検査に合格しない物品があるときは、直ちに、その代品を納入するものとする。 

２ この契約の条項は、前項の代品の納入について準用する。 

 

（不合格品等の措置） 

第１３条 受注者は、発注者から物品の不合格又は過納の通知を受けたときは、遅滞なく不合格又は過納の物品を引き取るものとする。 



２ 発注者は、前項の場合において、相当期間内に受注者が不合格又は過納の物品を引き取らないときは、受注者の負担において、当該物品を他の場

所に移し、又は第三者に保管を委託することができる。 

 

（代金の支払） 

第１４条 発注者は、受注者が履行完了後提出する適法な支払請求書を受理した日から３０日以内（以下「約定期間」という。）に、海上保安庁にお

いて、その代金を受注者に支払うものとする。 

２ 発注者は、受注者から支払請求書を受理した後、その請求書の内容の全部又は一部が不当であることを発見したときは、その事由を明示して、こ

れを受注者に返付するものとする。この場合においては、その請求書を返付した日から発注者が受注者の是正した支払請求書を受理した日までの期

間は、約定期間に算入しないものとする。ただし、その請求書の内容の不当が受注者の故意又は重大な過失によるものであるときは、適法な支払請

求書の提出がなかったものとし、受注者の是正した支払請求書を受理した日から約定期間を計算するものとする。 

 

（遅延利息） 

第１５条 発注者は、約定期間内に代金を支払わないときは、受注者に対し、遅延利息を支払わなければならない。 

２ 遅延利息の額は、約定期間満了の日の翌日から支払をする日までの日数に応じ、年２．５パーセントとする。ただし、受注者が代金の受領を遅滞し

た日数及び天災地変等やむを得ない事由により支払のできなかった日数は、約定期間に算入せず又は遅延利息を支払う日数に計算しないものとする。 

３ 前項の規定により計算した遅延利息の額が１００円未満であるときは、遅延利息を支払うことを要せず、その額に１００円未満の端数があるとき

は、その端数を切り捨てるものとする。 

４ 発注者が検査期間内に検査を終了しないときは、検査期間満了の日の翌日から検査を終了した日までの日数は、約定期間の日数から差し引くもの

とし、又検査の遅延した日数が約定期間の日数を超える場合は、約定期間は満了したものとみなし、発注者は、その超える日数に応じ、前３項の例

に準じて計算した金額を受注者に支払うものとする。 

 

（納入期限の延伸） 

第１６条 受注者は、納入期限までに物品を納入することができないときは、あらかじめ遅滞の理由及び納入可納期日を明示して、発注者に納入期限

の延伸の承認を求めなければならない。 

 



２ 発注者は、前項の請求に対し、支障がないと認めたときは、これを承認するものとする。ただし、遅滞が天災地変その他受注者の責めに帰するこ

とのできない事由に基づく場合のほか、遅滞金を徴収する。 

 

（遅滞金） 

第１７条 前条第２項ただし書の規定による遅滞金は、延伸前の納入期限満了の日の翌日から物品納入の日までの日数に応じ、当該納入物品の契約金

額の年３パーセントに相当する金額とする。ただし、その総額が契約金額の１０分の１を超える場合は、その超過額は遅滞金に算入しないものとす

る。 

２ 前項の遅滞日数の計算については、発注者が第８条第１項の納入の通知又は第９条第２項の検査の請求を受理した日（これらの日以後において受

注者が検査をなすべき日を指定したときはその日）の翌日から検査終了の日（不合格品については、不合格通知の日）までの日数は、これを遅滞日

数に算入しないものとする。 

 

（危険負担） 

第１８条 物品の所有権が移転する以前に生じた物品の亡失、変質、変形、消耗、破損等による損失は、すべて受注者の負担とする。ただし、発注者

の故意又は重大な過失による場合は、この限りでない。 

 

（契約不適合責任） 

第１９条 受注者は、物品の所有権移転後１年（物品が発注者の建造する船舶に装備されるべきものである場合は、物品の引渡しの日から物品を装備

した船舶を発注者が引渡しを受けた後１年を経過する日まで間）以内に、その物品が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの（以

下「契約不適合」という。）であることが発見されたときは、発注者（船舶の配属先の管区本部長を含む。）の請求により、同種の良品と引き換え、

若しくは修理（物品の引取り、引渡期間を含め３０日以内に修理完了するものに限る。）をし、又は発注者の算定した時価相当額をもってその損失

額を弁償するものとする。 

２ 前項の期間は、契約不適合が行政庁の検査を受検するとき以外に発見できないものであるときは、物品を装備した船舶を発注者が引渡しを受けた

後１年以上１年半を経過する日までの範囲内において最初の検査終了の時までとする。 

３ 第１項の期間は、契約不適合が行政庁の検査を受検するとき以外に発見できないものであるときは、物品の引渡しの日から物品を装備した船舶を

発注者が引渡しを受けた後１年以上１年半を経過する日までの範囲内において最初の検査終了の時までとする。 



（契約の解除） 

第２０条 下記各号の一に該当するときは、発注者は、この契約の全部又は一部を解除することができる。 

（１） 受注者から解約の申出があったとき。 

（２） 受注者が納入期限までに物品を納入しないとき又は納入期限までに物品を納入する見込みがないことが明らかなとき。 

（３） 物品が不合格となったとき。（納入期限前に物品が不合格となり納入期限内に合格品の納入の見込みがない場合を含む。） 

（４） この契約の履行について、受注者又はその代理人若しくは使用人等に不正の行為があったとき又はこれらの者が発注者の行う調査若しく

は検査を妨げ、若しくは妨げようとしたとき。 

（５） 受注者が第３条の規定に違反したとき。 

（６） 前各号のほか受注者が契約に違反し、そのため発注者が契約の目的を達することができないとき。 

（７） 受注者が破産の宣告を受け、又は居所不明となったとき。 

２ 前項第１号から第６号までの場合において、受注者は違約金として、契約解除金額に対する１０分の１に相当する金額を発注者に支払わなければ

ならない。ただし、第１号から第３号の場合において、受注者の責に帰することのできない事由があるときは、この限りではない。 

３ 受注者（受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この項において同じ。）が次の各号のいずれかに該当するときは、

この契約を解除することができる。 

   （１） 役員等（受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時契約を締結する事務所の

代表者をいう。以下この条において同じ。）が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77 号。以下「暴力団対策

法」という。）第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）であると認められるとき。 

  （２） 暴力団（暴力団対策法第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。 

   （３） 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するな

どしたと認められるとき。 

  （４） 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、

若しくは関与していると認められるとき。 

  （５） 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき 

  （６） 下請契約その他の契約に当たり、その相手方が第一号から第五号までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと

認められるとき 



   （７） 受注者が、第一号から第五号までのいずれかに該当する者を下請契約その他の契約の相手方としていた場合（第六号に該当する場合を除く。）

に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。 

４ 前項の規定によりこの契約が解除された場合においては、受注者は、契約金額の１０分の１に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内

に支払わなければならない。ただし、第１項第１号から第３号までの場合において、受注者の責めに帰することのできない事由があるときは、この

限りでない。 

 

第２１条 発注者は、前条に定める場合のほか、自己の都合により契約の全部又は一部を解除することができる。この場合において、受注者に損害が

生じ解約後３０日以内に請求があるときは、発注者は、その損害を賠償するものとする。 

２ 前項の損害額は、発注者受注者協議して定めるものとする。 

 

（相殺等） 

第２２条 この契約により発注者が受注者から取得すべき遅滞金、違約金等の金額がある場合において、発注者が当該金額と相殺することができる債

務を受注者に対し有するときは、これを相殺するものとする。 

２ 前項の規定により相殺を行っても、なお発注者において収得金がある場合又は発注者が遅滞金、違約金等を徴収する場合において、受注者が発注

者の指定する相当の限期までにこれらの金額を支払わないときは、受注者は、発注者に対し、遅延利息を支払わなければならない。ただし、当該収

得金、遅滞金又は違約金が１，０００円未満の場合は、この限りでない。 

３ 第１５条第２項及び第３項の規定は、前項の遅延利息について準用する。この場合において、同条第２項中「年２．５パーセント」とあるのは「年

３パーセント」と、同項ただし書中「受注者」とあるのは、「発注者」と、第３項中「１００円」とあるのは「１円」と読み替えるものとする。 

 

（談合等不正行為があった場合の違約金等） 

第２３条 受注者が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、契約金額（この契約締結後、契約金額の変

更があった場合には、変更後の契約金額）の１０分の１に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。 

 (1) この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22年法律第 54号。以下「独占禁止法」という。) 第３条の

規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第８条第１号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受注者に対

し、独占禁止法第７条の２第１項（独占禁止法第８条の３において準用する場合を含む。）の規定に基づく課徴金の納付命令（以下「納付命令」



という。）を行い、当該納付命令が確定したとき（確定した当該納付命令が独占禁止法第 63条第２項の規定により取り消された場合を含む。） 

 (2) 納付命令又は独占禁止法第７条若しくは第８条の２の規定に基づく排除措置命令（これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業

者団体（以下「受注者等」という。に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないと

きは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において同じ。）において、この契約に関し、独占禁止法第３

条又は第８条第１号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。 

  (3) 前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第３条又は第８条第１号の規定に違反する行為があったとされた期

間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が当該期間（これらの命令に係る事件について、公正取引委

員会が受注者に対して納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を

除く。）に入札（見積書の提出を含む。）が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。 

 (4) この契約に関し、受注者（法人にあっては、その役員又は使用人を含む。）の刑法（明治 40年法律第 45号）第 96条の６又は独占禁止法第 89

条第１項若しくは第 95条第１項第１号に規定する刑が確定したとき。 

２ 受注者が前項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、

年３パーセントの割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。 

 

（秘密の保全） 

第２４条 受注者及び発注者は、この契約の履行に際し、知得した相手方の秘密を第三者に漏らし、又は利用してはならない。 

 

（契約外の事項） 

第２５条 この契約に定めない事項又はこの契約の履行について、疑義又は紛議を生じたときは、発注者受注者協議して定めるものとする。 

 

 

 

 

 

 



 以上契約を証するため、この証書２通を作成し、発注者受注者各１通を保有する。 

 

令和６年１月２４日 

 

 

住    所 東京都千代田区霞が関２-１-３ 

             発注者 

氏    名  支出負担行為担当官 

海上保安庁総務部長 髙杉 典弘 

 

 

住    所  

             受注者           

氏    名  

 

 



ｎ
、
）
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仕  様  書

1.総則

本仕様書は、海上保安庁 (以 下 「当庁」 とい う。)が調達す るロープ 1本 ほか

126点 買入について適用す る。

/
2.件名

ロープ 1本 ほか 126点 買入
・

品 日、数量及び規格 /

別紙 の とお り ′

.検査

検査については、納入場所において行 うこととし、当庁検査職員による検査合

格をもって本件契約の履行があったものとする。/

5.納入期限

.令和 6年 3月 25日 (月 )
イ

6.納 入場所

測量船平洋 (千葉県船橋市高瀬町 8番地 1地先京葉食品 コンビナー ト南岸壁 )■

測量船光洋 (千葉県船橋市高瀬町 8番地 1地先京葉食品 コンビナー ト南岸壁 )/

測量船昭洋 (東京都港区 台場 1丁 目4)イ
″

測量船拓洋 (東京都港区台場 1丁 目4)

青海合同庁舎 (東京都江東区青海2丁 目15-18ア '

※納入する物品の納入については、別紙の備考欄を参照のことf

7.そ の他

(1)納入の際には、事前に納入場所担 当官 と連絡 をとることとし、納入 日等の調

整 を行 うこと。・/

(2戸 納入す る物品の品 目等については、別紙 「仕様確認 申請書」 を提出 し、大洋

調査課長の確認 を受け 、支出負担行為担当官の承認 を得たもの とする。メ

(3)納入する物品の品目の うち、「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法

律」 (グ リーン購入法)に おいて、特定調達品目に該当するものにあつては、基準

に適合 した物品を納入すること。/

(4)本仕様書に定めがない事項及び本仕様書に疑義が生 じた場合 はヽ当庁担当職

員 と協議す ること。

(5)支払いについては履行完了後、一括払いとし当庁総務部長あて請求す ること
ァ



撻 ___」 _____ 内 訳 書 別紙

別 紙

内訳
No.

品   目 仕  様 参 考 品 単 位 数量 備 考

1 ロープ
①HZロープ
② 12mm X200m
③色 :KC

高木網業36-4742 本 1 昭 洋

2 ロープ

①クロスロープ
②8つ打、エイト
③破断強度27.5kN以上
④ナイロン製
⑤径12mmx長さ200m

ジェフコムDNC-122 本 1 昭 洋

3 つめ竿

①全長:3800 mm
②材質:FRP
③先端径:24 mm
④元径:33 mm
⑤ネジ径tW1/2
⑥質量1065g

浅野金属工業グラスフアイバージョイン
トポール AKフ 805 _ 本 2 昭洋

4 つめ竿 先端
①ボートハッカー、捻じ込み式
②前項製品に適合するもの
③di12 mm.L:174 mm.Lll149 mm.B:87 mm.ネジ径:W1/2,重量270g

イ同 2 昭 洋

5 防舷材
①サイズ:1800x1000x50mm
②材質:LDPE
③質量:■8 kg

日本パレットレンタルトラックボード L 枚 6 日召,革

6 |ま と目
①両面ハトメ
②内径:15mm
③真ちゆう製

ユl,ス コEA576ML-14 イ固 100 B召 ,羊

|

1浅野金属工業ボートハッカー捻込み式

IAKフ821
|

|



No 2 内 訳 書 別紙

内訳
Nα

品   目 仕  様 参 考 品 単 位 数 量 備 考

フ スリーブ ①台付ワイヤーロープ製作用スリープ
②適合ワイヤー径12mm アー _ムOS-12A 個 昭 洋

8 7!)-). ①台付ワイヤーロープ製作用スリープ
②適合ワイヤー径10mm アー ム OS-10A 個 20 昭洋

9 スリーブ ①台付ワイヤーロープ製作用スリープ
②適合ワイヤー径4mm アー ム OS-4A 個 20 昭洋

10 ワイヤークリップ ①ステンレス製
②適合ワイヤー径12mm 工:,ス コEA638RZ-12 個 10 昭洋

11 スパイキ

①サイズ:25S

②材質:特殊ステンレス
③寸法L:300 mm
④寸法d:25 mm.

浅野金属工業AK4295 個 3 昭 洋

12 鉄ハンマー

①石頭ハンマー
②材質:械構造用炭素鋼S53C(頭 )、 本(柄 )

③頭質量11500g
④全長300 mm.頭部対辺42 mm.頭 部長11l mm
⑤ハツリ作業用

オーエッチエ業SH-15PX イ固 2 日召,羊

13 防汚塗料

①鉄・亜鉛メッキ用、防錨            ~~~
②塩水噴霧500時間以上、屋外放置2年以上、水道水浸漬1年以上
③成分:エポキシエステル樹脂、亜鉛粉末、アルミニウム粉末、キシレ
ン′、D.M.E.

④指触乾燥5分、硬化乾燥7時間

C塑ヨ晨酪筆.5m2/缶 (内容量450g)

イチネンケミカルズ000130 本 10 昭 洋

20



内 訳 書 別紙

内訳
No.

品   目 仕  様 参 考 品 単 位 数量 備 考

14 ボフレト

①材質:ステンレスSuS316L
②形状:六角穴、低頭
③ねじ山種類:メートル並目
④呼び:M8

⑤長さ:20mm

BUMAX8BMCB8-20 8 平洋

15 rli/rF

①材質:ステンレスSuS316L
②形状 :六角穴、低頭
③ねじ山種類:メートル並目
④呼び:M8

⑤長さ:30mm

BUMAX8BMCB8-30 イ固 8 平洋

16 ボルト

①材質 :RENY樹月旨

②形状:六角穴、低頭
③ねじ山種類:メートル並目
④呼び:M6
⑤長さ:10mm
⑥頭部径:10mm

MISuMIPACK― RENS6-10 イ[:1 40 平 洋

17 ボルト 辟li『

ξ;il常i二

相当
v‐=o:10mm     ~

MISUMICBSST6-10 個 フ6 平洋

18 シリコングリス

①用途:0リング部潤滑、ゴム類劣化防止
②粘度:#2

③離油度:1%以下
④容器形状:チューブ
⑤内容量:80g以上

SuPER LUBEO― リング用シリコーング
リース 個 1 平洋

19 シリコングリス は[li』

:jttt「』」詔イル
な訛0議I了

デュボン・東レ・スペシヤルティ・マテリ
アルSH 44Mシリコーングリース 個 3 平 洋

20 グリス

①規格:耐水性グリース
②ちよう度:No.2グ レード
③特性:耐海水性
④色:自 色
⑤容器形状:チューブ
⑥内容量:150g以上 _

ヤマハグリースA 個 1 平 洋

No:     3

個
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内訳
No.

品   目 仕  様 参 考 品 単 位 数 量 備 考

21 メスシリンダー

.①規格:メスシリンダー
②材質:ポリメタクリルステレン
③底部直径:150mm以 下
④容積:900mL以 上
⑤高さ:450mm以 下

サンプラテックケミカルメスシリンダー
1000n,L

4
拓洋:2

平洋:2

22 自己融着テープ

①規格:プチル自己融着テープ
②基材:プチルゴム系自己融着層
③テープ幅:15mm以上20mm以下
④テープ厚:lmm以 下
⑤テープ長:8m以上

日東電エブチルゴムテープNo.15 個 6
拓洋:3

平洋:3

23 結束バンド

①規格:結東バンド
②材質:ナイロン
③幅:3mm以上3.5mm以下
④全長:140mm以 上160mm以下

ヘラマンタイトンインシュロックタイ
AB150 本

拓洋:200
EFギ

'200

24 結東バンド

①規格:結東バンド
②材質:ナイロン
③幅:4.5mm以上5mm以下
④全長:180mm以 上210mm以下

ヘラマンタイトンインシュロツクタイ
AB200 本 400

25 継東バンド

①規格:結東バンド
②材質:ナイロン
③幅:7mm以上■5mm以下
④全長:350mm以 上400mm以下

ヘラマンタイトンインシュロツクタイ
AB350 本 200 拓洋:100

平洋:100

26 スパイラルチューブ

①規格:スパイラルチュープ
②材買:ポリエチレン、耐候グレード
③内径:20mm以上25mm以下
④厚さ:1.5mm以上2.Omm以下
⑤長さ:20m以上

ヘラマンタイトンTS-25-W イ固 4
拓洋:2

平洋:2

27 ワイヤー (リ ング加工)

①規格:グロメット(エンドレス編み込み加工)

②耐荷重:1.Ot以上
③径:8mm
④リング直径:約45cm
⑤円周長:約 140cm
⑥材質:ステンレス

MONO TOOL 8mm l.07tリ ング直 径 :

50cm                       .
本 拓洋

個

400

拓洋:200
平津 200

4
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内訳
No.

品   目 仕  様 参 考 品 単 位 数 量 備 考

28 台車
①規格:折り畳み式
②耐荷重」20kg

2 拓 洋

29 ボンド
①規格:水中ボンド
②容量:100g

コニシ 水中ボンド 100gセ ット 個 8

拓洋:2

平洋:2

光洋:2

青海庁舎:2

30 背負子 ①静荷重:60kg以上 EVERNEい′EBB201 個 1 拓 洋

31 トラテープ
①規格:ロールタイプ
②長さ等200mm X 5mm X 10000mm程度
③その他:裏面テープ付き

カーボーイ YT-03や わらかトラテー
プ 120mm X 3m

巻 2 光 洋

32 スプレー ①規格:硬質発砲ウレタン ワールドフォーム(アイボリー) 缶 12 拓 洋

33

①蛍光
①色:ピンク
②容量(L):018
③梱包数(本 ):6

④質量(g):148

シントー 品番 :2845-1

オレンジブック2023Jr 本 3 平 洋

34 スリング

①最大使用荷董(t):1.6

②アイ部幅X長さ×厚さ(rn m):30X360X13
③ベルト寸法(mm)幅 X厚さ:50X8
④色:使用面グリーン、裏面:オレンジ

トラスコ中山品番 :G50-20

オレンジブック2023
本 2 平 洋

ZEXONスーパーフラットキヤリー
SFK-99



内 訳 書 別紙

内訳
NQ

品   目 仕  様 参 考 品 単 位 数 量 備 考

35 転落防止用ベルト

LLフルハーネス
①背部ベルト:X型
②腿ベルト:V型

③使用可能質量:130kg

④サイズ:LL

⑤ランヤード付き

藤井電工株 式会社

品番 :TH-508-CR93SV―OT
ツヨロ:ノ TH-508-NV93SV-OT-3KR―
LL―R23-BX LL(130kg対 1芯)

個 1 平 洋

36 バケツ

PPペール角型95L

①ふた別売り
②色:グレー
③寸法(mm):間 口535X奥行344X高さ695

④容量(L):95

⑤材質:ポリプロピレン

トラスコ中山品番 :TPPK-90-GY
オレンジブック2023 

・ 個 1 平 洋

37 インパクトドライバー

①充電式(色 :BK)

②充電時間:30分

③最大締付トルク(N・ m):25
④全長X高さX幅 (mm):22フ X142X42
⑤セット内容:電池パック2個 X充電器XプラスビットXアルミケース

セット 1 光洋

38 ドライバービツトセット(21ピ ース)

①差込角対辺(mm):6.35
②両頭機能:両頭
③質量:0」 6

ボッシュ品番 2607002822 1 光 洋

39 塩ビマット ダイヤ型

①色:グリーン
②幅(mm):915
③長さ(m):20
④厚さ(mm):■ 5

⑤タイプ:ダイヤ型

トラスコ中山品番 :TEDM-920-GN
オレンジブック2023 巻 3

平洋:2

光洋 :1

40 グリースニップル用防塵キャップ

①色:黒

②用途:ピンタイプ
③原産国:日 本
④l箱 1100個 入

プロスタイルツール

品番 :NGX-03
発注コード:E716593

箱 1 平洋

41 グリースニップル用防塵キャップ

①色:グレー
②用途:ピンタイプ
③原産国:日 本
④l箱 :100個入

プロスタイルツール

品:番 :NGX-01
発注コード:E716590

箱 1 平洋

No_____o_______1=

マキタ 品番 :TD022DSHX
オレンジブック2023

セット
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内訳
No.

品   目 参 考 品 単 位 備 考

42 散水用ホース

①長さ:30m

②内径:15mm

③外形:20mm

④色:黒

⑤仕様:防藻

TRUSCOツ イスターホース30Mク ロ

THRG30 イ[:1 1 光 洋

43 キトークリツプ

①寸,去 :42mm X 19mm X 15.5mm

②定格荷重 :1.5トン
③質量:2kg

④適合ワイヤ径:φ 12～ 14mm

キトー ワイヤーロープ専用固定器具
キトークリップKC l.5t KC140 個 1 光 洋

44 セーフティゴーグル

①レンズタイプ:曲面
②レンズ厚1.6mm
③レンズ色:クリア
④質量:65g

TRuSCOセーフティゴーグルベンテレーター付
タイプTSG-104 イロ 2 光 洋

45 巻 尺

①目盛仕様:JISl級

②テープ:幅 13mm X厚さ0.55mm

③長さ:50m

④標準張力:20N

⑤表面:白 2mm目 盛
⑥裏面:黄 5mm目 盛

タジマタジマ(Tttma)はや巻YSL3-50 個 2 光 洋

46 はんだ吸取線

①規格:はんだ吸い取り線
②対応:RMA対応フラックス
③標準使用:銅 編組線非塩素系特殊フラツクスはんだ吸取線精密
機器 鉛フリーはんだ  _

太洋電機産業
"otは

んだ吸い取り線
CP¬ 515 RMA対 応フラックス標準使用

イロ 1 光 洋

47 ストラップ

①規格:ストラップ
②コード実効長:1.6m

③ホック径:7mm

④重量:40g

its-$> 17ts71-2)F 153 個 1 光 洋

48 グリス

①規格:二硫化モリブデングリス
②外見:蛇腹チューブ
③ちょう度:2号

④容量:400g

AZエーゼット JAN二硫化モリブデン

グリスDR790 イ固 1 光 洋

NO.     7

仕  様 数 量
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内訳
No.

品   目 仕  様 参 考 品 単位 数 量 備 考

49 メガホン
①最大出力:15W
②本体質量:780g

③特徴:角 型ホーン

ノボルレイニーメガホン15W防水仕様
TS-711 個 1 光 洋

50 グラインダー

①トイシ寸法外径:100mm

②トイシ寸法最大厚:6mm

③トイシ寸法穴径:15mm

④重量:24kg

HIKOK:電 気ディスクグラインダトイシ

PDH-100N― SSS イ固 1 光 洋

51 切断用ホイルガード ①適合機種:100mmディスクグラインダー
HIKOKI切断用ホイルガード100mmデ イ
スク用 331094 イ固 1 光 洋

52 カツプブラシ

①適合グラインダー:砥石径100mm

②外形:75mm

③線形:1.2mm

④毛材:砥粒入ナイロン線#80
⑤ねじ径IM10(P■ 5)

⑥最高使用回転数:12000rpm

TRUSCO電 動 工 具 用カップブラシ 砥

粒 入ナイロン線 CCB-75GN 個 1 光 洋

53 カツプブラシ

①材
②外
③線
④毛
⑤ね
⑥質

質 :真鍮メッキ銅線
齋多:75mm

形 :0.27mm

丈 :20mm

じイ量:M10(Pl.5)

]11:305g

⑦最高使用回転数¬2000rpm

TRuSCO電 動工具用カップブラシカッ
プブラシGC8-75 個 1 光 洋

54 オフセット砥石

①外形:100mm

②厚さ:5mm

③穴径:15mm

④粒度:36

⑤適合ツール:ディスクグラインダー

ニューレジストン スーパーグリンシグ
マ SGS1005-36-T10 1 光 洋/ \'vt
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内訳
No.

品   目 仕  様 参 考 品 単 位 数量 備考

55 検電ドライバー

①検電範囲 :AC100～ 250V・ DC2～ 250V

②刃幅:4mm.

③刃厚:0.45mm

④軸長:20mm

⑤グリップ径:1■ 5mm

⑥全長:130mm

⑦質量:22g

ベッセルLED検電ドライバー低圧用 No
83L 本 1 光 洋

56 ネジプライヤー

①種類:ねじプライヤー
②対応ネジサイズ:φ 3～ 915mm

③タテ溝硬度:HRC57± 3

④口幅:10mm

⑤切断能力:銅線φ2.3mm

⑥全長:190mm

⑦重量:400g

(株 )エンジエア ネジザウルスVP2
PZ-65 イ固 1 光 洋

57 ラジオベンチ

①全長:1 62mm

②先端寸法:20mm X 30m

③刃長:10mm

④重量:125g

ロブテックス万能ラジオペンチJ150RM 個 1 光 洋

58 =y/{-
①全長:131mm

②刃の形状 :ラ ウンド刃

③重量:120g

びくた一斜ニッパ (穴付・成型カバー

付)125mm 322AE-125
個 1 光 洋

59 金工鋸

①全長:430mm

②替刃全長:300mm

③ハンドル長:106mm

④刃長:300mm
⑤フレーム寸法:430mm X 130mm

金工鋸 GROZハックソー (250mm、 300
mmブレード兼用 )フ レームHF/15/BS 丁 1 光 洋

60 金工鋸替え刃 Acaoz t tv r'.t -t v - l\HF / 1 5 / Bsfr GROZハックソーブレード300mmクロ
′、鋼ラ1ご HB/C/04/ST セット 1 光 洋
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内訳
No.

品   目 仕  様 参 考 品 単 位 数量 備 考

61 鋸

①刃長:240mm

②ピッチ:2.5mm

③板厚:0.7mm

④刃長:300mm
⑤特徴:衝撃焼入、レザーマーキング

丁 1

62 電装ターミナルセット

①ギボシ型端子M:20個
②ギボシ型端子F:20個

③l10シ リーズM:20個
④l10シ リーズF:20個

⑤250シリーズM:20個
⑥250シリーズF:20個

⑦クワ型端子φ4× 20個

③クワ型端子φ5× 20個

⑨l10シ リーズハウジング(4P)× 2個

⑩250シリーズハウジング(6P)Xl個
①絶縁キャップM X20個
⑫絶縁キャップF X20個

ロブテックス エビ 電装ターミナルセッ
トTl15

セット 1 光 洋

63 平タガネ

①全長:160mm

②刃幅:13mm

③タイプ:両刃
④材質:ニッケルクロムモリブデン鋼

トラスコ中山 平タガネ 13mm X 160mm

THT-13 個 1 光 洋

64 チゼル
①全長:250mm

②チゼル幅:20mm

③材質:ニッケルクロムモリブデン鋼

エスコ 20× 250mmコールドチゼル
EA810TC-82 個 1 光 洋

65 バケツ

①色:生成
②高さ:300mm

③径:300mm

④質量:630g

トラスコ電エバケツ TDB-300 個 1 光 洋

玉鳥産業レザーソーLT24Aフ 243 光 洋
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内訳
Nα

仕  様 参 考 品 単 位 数量

66 バケツ

①高さ:330mm

②幅:380mm

③奥行:280mm

④質量:0.75kg

TRuSCO l角 バ ケツTKB38-M 個 1 光 洋

67 上敷鋲
①上部の直径:約■4cm
②針の長さ:約3cm
③数量:25本入り

上敷鋲
.25本

セット(畳 の上敷き用ヘリ
止めピン)

イ固 1 光 洋

68 キャスター車止め

①本体:ホリプロピレン、裏面滑止付、適合キヤスターφ130・ 150

②高さ:520mm

③横幅:2200mm            ~
④奥行:2300mm

⑤重量:310g

トラスコ 130/150パ イキャスター用車
止め "とめたろう"2組 1組 CH130150-
2S

個 2 光 洋

69

りヽ

コンベックス

①種類:ス トッパー付
②テープ長さ15.5m

③テープ幅:16mm

④材質:スチール
⑤目盛
⑥目盛
⑦質量

仕様 :メートル ロ盛

種別 :片面
:220g

(株 )ヨツパネオロックKS16-55 個 1 光 洋

70 コンベツクス

①種類:大型ベルトグリップ付
②テープ長さ:7.5m

③テープ幅:27mm

④材質:スチール(テープ)

⑤目盛仕様:メートルロ盛
⑥質量:460g

ムラッテクKDS GT27-75コ ンベツクス
ネオロックGT 27mm幅 X7.5m イ圏 1 光 洋

フ1 コンベックス
8軍歯多套警ハ1鮒

グリップ付、ストラップ付、ヨンゴーゴーピッチ
③テープ幅:25mm

④材質:スチール(テープ)

⑤目盛仕様:尺相当日盛

タジマ Gロックー25 GT25-55BL 個 1 光 洋

品   目 備 考
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内訳
No.

品   目 仕  様 参 考 品 単位 数量 備 考

フ2 クランプメーター

①交流電流(A):2/20/200/400A
②直流電流(V):200m/2/20/200/600V
③交流電圧2/20/200/400A
④抵抗1200/2k/20k/200υ2M/20M Ω

---7>F.i 4 AD,)>J r-l-
-iq +*Ei.i AD5585

個 1 光 洋

73 シンブル
①サイズ:12mm

②材質:スチール
③内径:35mm

WAK:シンブルA型 15-736 個 5 昭 洋

74 ロープ

①色:グレー
②線径10mm

③長さ:200m

④ロープのうち方:8打ち
⑤切断荷重:約 18■ KN

まつうら電動ウインチ用ナイロンクロス
ロープ(8打うち)10mm X 200n

巻 1 日召,羊

75 人工皮革手袋

①形状:手のひらグリップ部分に滑り止め
②材質:(本体)人工皮革、(甲部)ポリエステル、(手のひら部)グリッビン
グマテリアル、袖都:パイルゴム
③厚み:0.6mm程度
④サイズ:M

TRUSCOX― TGRIP― S―M 双 25

青海庁舎:5

昭洋:5

拓洋:5
平洋:5

光洋:5

76 人工皮革手袋

①形状:手のひらグリツプ部分に滑り止め
②材質:(本体)人工皮革、(甲部)ポリエステル、(手のひら部)グリッピン
グマテリアル、袖部:パイルゴム
③厚み:0.6mm程度
④サイズ:L

TRUSCOX― TGRIP― S―L .双 25

青海庁舎:5

昭洋:5

拓洋:5

平洋:5

光洋:5

フフ 人工皮草手袋

①形状:手のひらグリップ部分に滑り止め
②材質:(本体)人工皮革、(甲部)ポリエステル、(手のひら部)グリッピン
グマテリアル、袖部:パイルゴム
③厚み:0.6mm

④サイズ:LL

TRUSCOX― TG RIP― S―LL 双 30

青海庁舎:10
昭洋:5

拓洋:5

平洋:5
光洋:5

78 豚本革内綿付き作業手袋

①厚み:0,mm程度
C)袖 口:マジック式
③本体:豚本革製
④サイズ:M

⑤機能:握り部分2重アテ付き

富士グロープ5842 双 25

青海庁舎:5

昭洋15

拓洋:5

平洋:5

光洋:5

N。_______12_______
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内訳
No.

品   目 仕  様 参 考 品 単位 数量 備 考

79 豚本革内綿付き作業手袋

①厚み:0.7mm程度
②袖口:マジック式
③本体:豚本革製
④サイズ:L

⑤機能:握り部分2重アテ付き

富士グローブ5805 25

青海庁舎:5

昭洋:5

拓洋:5

平洋:5

光洋:5

80 安全長靴

①材質潮製先芯入り
②サイズ:24.5～ 25.0

③形状:ハイカット(高さ40cm程度)

④装備:足入れ部分フード付き

ミドリ安全MPBフ 700-M 足 4

昭洋 :

拓洋 :

平洋 :

光洋 :

81 安全長靴

①材質:鋼製先芯入り
②サイズ:25.5～26.0

③形状ッヽイカット(高さ40cm程度)

④装備:足入れ部分フード付き

ミドリ安全MPB7700-L 足 4

昭洋:1

拓洋 :1

平洋:1

光洋:1

82

①材質:鋼製先芯入り
②サイズ:26.5～ 2■ 0

③形状:ハイカット(高さ40cm程度)

④装備:足入れ部分フード付き

:F, AAN/rPB77oo-LL 足 4

昭洋:1

拓洋:1

平洋:1

光洋:1

83 安全長靴

①材質:鋼製先芯入り
②サイズ:27.0～ 28.0

③形状ッヽイカット(高さ40cm程度)

④装備:足入れ部分フード付き
=FlJ 

A+N4PB77oo-xL 足 4

昭洋:

拓洋:

平洋:

光洋:

84 雨合羽

①材質:ポリ塩化ビニール
②仕様:上下スーツタイプ(セパレート)

③サイズ:M
④装備:二重袖

TRuSCOTRW55
トラスコ品番 :360-0203

セット 10 青海庁舎

85 雨合羽

①材質:ポリ塩化ビニール
②仕様:上下スーツタイプ(セパレート)

③サイズ:L

④装備:二重袖.

TRuSCOTRⅥi55

トラスコ品番 :360-0211 セット 10 青海庁舎

双

安全長靴
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内訳
No.

品   目 仕  様 参 考 品 単 位 備 考

86 アルコールインキペン先交換式フェルトベン

①インキ補充・ベン先交換式
②アルコール系インキ有機溶剤使用
③黒色
④極細字
⑤筆記線幅0.7mm

寺西化学マジックインキ N。700M700-
Tl-6P 本 18

昭洋:6

光洋:6

青海庁舎 6

87 アルコールインキペン先交換式フェルトペン

①インキ補充・ベン先交換式
②アルコール系インキ有機溶剤使用
③黒色
④細字
⑤筆記線幅1～ 1.5mm

寺西化学マジックインキ No.500M500-
Tl-6P 本 12

昭洋:6

光洋:6

88 長尺用ポリ袋
①材質:ポリエチレン(PE)

②色:透明
③幅(mm):250、 厚さ(mm):0.1、 長さ(m):200、 円(筒 )直径(mm):梅159

トラスコTPT-250 巻 1 光 洋

89 窒素缶
①純度(%):95(V/V)
②スプレー缶タイプ

ケニス実験用ガス 窒素 本 60 光 洋

90 チャック付きポリ袋

①材質:ポリエチレン
②サイズ:240mm X 170mm
③厚さ:0.08mm

生産日本社チャック付きポリ袋"ユニ
パック"H-8 枚 300

昭洋:100

光洋:200

91 チャック付きポリ袋
①材質:ポリエチレン
②サイズ:280mm X 200mm
③厚さ:0.08mm

生産日本社チャック付きポリ袋"ユニ
パック":-8 枚 300 昭洋:100

光洋:200

92 チヤック付きポリ袋
①材質:ポリエチレン
②サイズ:340mm X 240mm
③厚さ:0.08mm

生産日本社チャック付きポリ袋"ユニ
パック''J-8

100 光 洋

NO_____14__二 ____=

数 量

枚
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内訳
No.

品   目 仕  様 参 考 品 単位 数量 備 考

93 チヤック付き袋見出し付き

①規格:チャック付き袋見出し付き
②材質:ポリエチレン
③厚さ:0.08 mm

④幅:18r220 mm
⑤高さ(チャック以下):260～ 300 mm

モノタロウM81 枚 200 青海庁舎

94 チャック付き袋見出し付き

①規格:チャック付き袋見出し付き
②材質:ポリエチレン
③厚さ:0.04 mm

④ 120× 85 mm

生産 日本社MARK―D¬ 00 枚 300 青海庁舎

95 蓋つき保存容器

①材質:ポリプロピレン製
②気密パッキン付き
③角型
④サイズ:85mm X109mm X 47mm程 度

アスベルTLO-5Ag 個 50
昭洋:10

光洋:40

96 蓋つき保存容器
①容量:700ml

②形状1角 型正方形
③機能:ロック機能付き

旭化成ホームプロダクツ イ固 70
日召,羊:10

光洋:60

97 仕切り付き段ボール

①仕切り穴6個付き
②寸法 :310mm X 205mm X 340mm
③厚さ:8mm
④仕切り穴大きさ:90mm X 90mm以上

アース段ボール5143 枚 120 光 洋

98 折り畳みコンテナ

①容量:50L

②耐荷重:15KG以上
③蓋付き
④材質:ポリプロピレン
⑤色:半透明

個 10 平洋

99 折り畳みコンテナ

①容量:40L

②耐荷重:15KG以上
③蓋付き
④材質:ポリプロピレン
⑤色:半透明

JOINTEXJTC-50F―NV 個 5 平洋

No._____1■ ________

JOINTEXJTC-50F― NV
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内訳
No.

品   目 仕 様 参 考 品 単位 備 考

100 蓋つき折り畳みコンテナ

①外寸(幅WX奥行DX高さH)綿 m)530X366X334
②材質:ポリプロピレン
③フター体型
④折りたたみ時高さ:95mm

モノタロウFCWF50-BL イ固 6 青海庁舎

101 薄型折りたたみコンテナ

①材質:ポリプロピレン製
②容量:3●5L程度
③外寸:530mm× 366mm X 221mm程 度
④最大積載重量:8kg程 度
⑤本体質量:1.5kg程度

TRUSCOTR-030B 個

青海庁合:50
昭洋:5

光洋:25

102

①規格:ボックス型
②容量(L):15.5

③色:ブルー
④外径寸法(mm):424X292X168
⑤有効内寸(品m):375X255X152
⑥材質ポリプロピレン

サンコー 品番 :SK-24B― BL
オレンジブック2023Jr

イ固 10 平 洋

103 コンテナ
①規格:B型

②色:青

③外径寸法(mm):130X197X90

DICプラスチック品番 :B-1

オレンジブック2023Jr 個 10 平洋

104 コンテナ

①メッシュ
②色:ダークブルー
③外径寸法(m rn):530X366X325
④有効内寸(m rn):493X335X305
⑤質量(kg)23
⑥材質:ポリプロピレン

セキスイ品番 :BS100
オレンジブック2023Jr 個 1 平洋

105 道具袋
①材質:帆布
②寸法:430mm× 240mm X 120mm程 度
③ひも付き

WORKMASTERWM― C22 個 50 青海庁舎

106 紙ワイプ

①規格:キムワイプ
②シートサイズ:120X215mm
③200枚入り

クレシア
62011 箱 3 拓 洋

‐
N。ェ____==上Q_________.

数量

80

コンテナ
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内訳
No.

品   目 仕  様 参 考 品 単 位 数 量 備 考

107 セラミックナイフ

①刀身:セラミック製
②把手:樹脂製
③付属品:鞘付き
④寸法:刃 渡り10cm前後

victorinoxCS-9ヽ ハ
=B 本 1 光 洋

108 PPビーカー
①規格:PPビーカー
②材質:PP(ポリプロピレン)

③容量:500 mL

ニッコーハンセン357305 個 5 青海庁舎

109 ガラスビーカー

①・規格:ガラスビーカー
②材質:硼珪酸ガラス3.3

③容量:500 mL

④l目 盛 :50 mL

モノタロウMB0500 2 青海庁舎

110 PP手つきビーカー
①規格:手つきビーカー
②材質:PP(ポ リプロピレン)

③容量:3L
アズワン1-4622-1フ 個 2 青海庁舎

111 スパーテル

①両ヘラ
②ステンレス製
③全長180 mm
④ヘラ幅:15 mm
⑤ヘラ部長さ:40 mm
⑥ヘラ部厚さ:0.8/0.6 mm

サンダイヤ522018 4 青海庁舎

112 ミクロスパーテル

①規格:ミクロスパーテル
②材質:ステンレス
③全長:180 mm
④先端形状:丸細

サンダイヤ0524018 本 4 青海庁舎

113 薬さじ
①規格:薬さじ
②材質:プラスチック
③全長:180～240 mm

3 青海庁舎

tlj- rl( ,r-
i.*,.7J,u^:Y

ケニス 本

No_____■乙________

イロ

個



No._____11____■ ____. 内 訳 書 別 紙

内訳
No.

品   目 仕  様 参 考 品 単位 数 量 備 考

114 フ

①規格:ヘラ
②材質:ヘラ部/SuS420、 柄/木

③全長:300～340 mm
アズワン 本 2 青海庁舎

115 洗浄瓶
①規格:洗浄瓶
②材質:LDPE(低 密度ポリエチレン)

③容量:500 mL
アズワン イ固 2 青海庁舎

116 ガス抜き付き洗浄瓶

①規格:ガス抜き付き洗浄瓶
②材質:硬質ポリエチレン
③容量:500 mL

④エタノール対応

安元化成 イ固 1 青海庁舎

11フ ゴム手袋

①ニトリルゴム製
②使い捨て
③Sサイズ
④色:ブルー

TRuSCOTGNN10BS 双 100 青海庁舎

118 ゴム手袋

①ニトリルゴム製
②使い捨て
③Mサイズ
④色:ブルー

TRUSCOTCNN10BM 双 100 青海庁舎

119 ゴム手袋

①ニトリルゴム製
②使い捨て
③Lサイズ
④色:ブルー

TRUSCOTGNN10BL 双 100 青海庁舎

120 ふるい

①規格:ふるい
②材質:ステンレス
③目開き:63μ m
④内径:200 mm

+>/f.-200 x 60/63 uM 個 1 青海庁舎



No____119 _______ 内 訳 書 別紙

内訳
No.

品   目 仕  様 参 考 品 単 位 数 量 備考

121 保冷剤
①外装ハードタイプ
②内容量:400g程度

アイリスオーヤマCKBr350 個 10 青海庁舎

122 保冷剤
①寸法:幅350mm程度X長さ1060mm以上
②巻き付け用ベルト付
③20L樺対応

トライ・カンパニー冷やし橡ぞカバー A
タイプ 20L用 個 4 平 洋

123 保冷バッグ

①ソフトタイプ保冷バッグ
②容量:5L

③サイズ:220mm X 160mm X 180mm
④材質:(表地)アルミ蒸着PVCシート、(断熱材)発泡PE
⑤本体重量240g

TRUSCOTSCLB-5 個 青海庁舎

124 カッター替刃 ①室本鉄工製メリーカッタSX10適合品 室本鉄工X10替刃 イ固 4 平 洋

125 段ボール
①形状:A式 (ミカン箱タイプ)

②外寸(ふ

=立
時):350mm X 260mm X 190mm アイリスオーヤマM―DB-80B 20 青海庁舎

126 熱中症指数系

①WBGT(熱 中症指数)のアラーム設定可能
②全球形黒球(直径40mm)付き
③三脚穴ネジ1/■20UNC
④温度測定範囲0-50℃、黒球∝80℃

⑤JIS B 7922準 拠(クラス2)

⑥ベルト固定可能
⑦屋内外使用可能、防水

A&Dみはりん坊プロ、AD5698 2 光洋

40

枚

個



No.      20 内 訳 書 別紙

内訳
No.

品   目 仕  様 参 考 品 単 位 数 量 備 考

12フ 記録紙

①適合機種EPR-103  ・

②幅170 mm.:長 さ15m
③用紙サイズ170 mm X15m
④穴幅160,穴径2X4mm
⑤純正品番SE-10Z-2

小林クリエイトSE-10Z-2(Ю 冊 10 昭 洋



別紙様式 4

仕様確認申請書

年  月  日

海上保安庁 ●部 ●課長 経由
支出負担行為担当官

海上保安庁総務部長  殿

貴庁が公示した入札公告 「  件名
必要な資料を添えて申請します。

(競争参加者の)

住  所

商号又は名称

代表者名

」について、カタログ等物品の仕様確認に

※以下は押印を省略する場合のみ記載すること。
(連絡先は2以上記載すること)

，
“

図倒目目

・氏名):



別  紙

件 名

※欄は、海上保安庁で使用するので記入 しないで下さい。

日
【

口
叩

等格口兄
■
一^ 数 量

否
定

合
判

※

の
備  考

一
、
コ

７
Ｅ

〈
ロ

０
４

ヽ
コ

Ｚ

Ｌ
〈
ロ

，
Ｊ 否〈

ロ

И
■

ヽ

コ
Ｚ
Ｌ

〈
ロ

ｒ
つ

ヽ

１
Ｚ
Ｌ

〈
ロ

´
０

ヽ

コ
Ｚ
Ｌ

〈
口

合・否

０
０

△ .アヽ
口  ~ロ

Ｏ

υ

ヽ

コ
Ｚ
Ｌ

〈
ロ

ｎ

）
アヽ
ロ〈

ロ

ヽ

コ
Ｚ
」

〈
ロ

一
ヽ
コ

Ｚ
」

〈
ロ

つ
０ 合・否

‘

， 合・否

医
υ 合・否

最終判定

〈
ロ

※

否

12


